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（公財）広島県スポーツ協会事務局 

     

 

「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の 

防止等の取組を横断的に促進するための指針」について（依頼） 

 

 

 時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、こども家庭庁から（日本スポーツ協会（JSPO）経由）「教育・保育等を提供する事

業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」について、周

知依頼がありましたので別添のとおりお送りいたします。 

 なお、こども性暴力防止法の対象となる民間教育保育等事業者として、「学習塾、スポー

ツクラブ、ダンススクール 等」と位置付けられており、事業者は任意で制度に参加するも

のではありますが、地域で活動しているスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、競技

団体傘下のチーム、スポーツクラブなども対象となることが想定されておりますので、ご周

知等について、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【お問合せ】 
〒730-0011 広島市中区基町 4-1 広島県立総合体育館内 
公益財団法人広島県スポーツ協会  大中 
ＴＥＬ：０８２-２２１-４６００ 【平日 9:00〜17:30】 


